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         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        ＤＢ基金（〇）  ＤＢ規約（〇）  ＤＣ  （〇） 

        厚年基金（〇）  会計基準（ ）  その他 （ ） 

 

        【タイトル】２０２１年度、与党税制改正大綱について 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

自由民主党と公明党は、２０２０年１２月１０日、「令和３年度税制改正大綱」 

（※）を正式決定しました。 

 

同大綱では、「令和３年度税制改正の基本的考え方」「令和３年度税制改正の具体的 

内容」「検討事項」として、以下のとおり示されております 

（本メルマガでは、企業年金および退職所得に関連する箇所を抜粋しています）。 

 

※「令和３年度税制改正大綱」は、自由民主党・公明党の各ＨＰに掲載されています。 

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html 

https://www.komei.or.jp/wp-content/uploads/zeisei2021.pdf 

 

 

＜第一 令和３年度税制改正の基本的考え方＞ 

  

「引き続き働き方の多様化を含む経済社会の構造変化への対応や所得再分配機能の 

 回復の観点からの個人所得課税の検討を進める。企業年金・個人年金等に関する 

 税制上の取扱いについて、働き方によって有利・不利が生じない公平な税制の 

 構築に取り組む。」 

  

「５．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し 

 



 （１）経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税のあり方 

 

  ① 個人所得課税における諸控除の見直し 

   個人所得課税については、わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、配偶者控 

   除等の見直し、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直し 

   などの取組みを進めてきている。今後も、これまでの税制改正大綱に示され 

   た方針や、令和２年分所得から適用となった改正の影響等も踏まえ、働き方 

   の多様化を含む経済社会の構造変化への対応や所得再分配機能の回復の観点 

   から、各種控除のあり方等を検討する。 

 

 （２）私的年金等に関する公平な税制のあり方 

 

   働き方やライフコースが多様化する中で、老後の生活に備えるための支援に 

  ついて、働き方によって有利・不利が生じない公平な税制の構築が求められて 

  いる。 

   こうした観点から、拠出段階の課税については、例えばイギリスやカナダに 

  おける各種私的年金の共通の非課税拠出限度枠なども参考に、働き方によって 

  税制上の取扱いに大きな違いが生じないような姿を目指し、議論を具体化して 

  いく段階にきている。また、給付段階の課税について、給付が一時金払いか年 

  金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方に中立ではないこと、 

  勤続期間が２０年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが転職など 

  の増加に対応していないといった指摘がある。雇用の流動性や経済成長との整 

  合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとするべ 

  く、諸外国の例も参考に給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランス 

  を踏まえた姿とする必要がある。 

   こうした課題については、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平 

  な税負担を確保できる包括的な見直しを目指す必要があるが、これに対応する 

  ため、例えば従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設け 

  るといった議論がある。拠出段階においては、私的年金共通の非課税拠出額を 

  設定してこの勘定に拠出することで、働き方によって有利・不利が生じない仕 

  組みとするとともに、給付段階においては、退職金からもこの勘定に非課税で 

  拠出できるようにし、この勘定からの受給の際の課税を統一することにより課 

  税の中立・公平を図ろうとするものである。こういった議論も参考にしながら、 

  老後に係る税制について、あるべき方向性や全体像の共有を深めながら、具体 

  的な案を精力的に検討する。その際には、私的年金や退職給付のあり方は、個 

  人の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、丁寧な検討を行っていく 



  ことが重要である。 

   令和３年度税制改正においては、こうした改革の一環として、私的年金の拠 

  出限度額をより公平な算定方法に改善する等の私的年金の見直しが行われるこ 

  とを踏まえ、これらの拠出段階の課税についても、現行の税制上の措置を適用 

  することとする。 

   なお、金融所得に対する課税のあり方について、家計の安定的な資産形成を 

  支援する制度の普及状況や所得階層別の所得税負担率の状況も踏まえ、税負担 

  の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度のあり方を含め、 

  諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討する。」 

 

「７．円滑・適正な納税のための環境整備 

 （３）退職所得課税の適正化 

   退職所得課税における２分の１課税は、退職所得が長期にわたる勤務の結果 

  生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものである 

  ことに配慮した税負担の平準化措置であることに鑑み、法人役員等以外につい 

  ても勤続年数５年以下の短期の退職金については、２分の１課税の平準化措置 

  の適用から除外する。ただし、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を除 

  いた支払額３００万円までは引き続き２分の１課税の平準化措置を適用する。」 

 

 

こうした考え方を踏まえ、具体的な事項としては、以下のとおり、現在、社会保障 

審議会企業年金・個人年金部会で検討されている項目などが挙げられています。 

 

 

＜第二 令和３年度税制改正の具体的内容＞ 

 

「一 個人所得課税 

 

 ４．その他 

 

 （国税） 

 

 （２）確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定拠出年金制度について次の見 

   直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。 

  ① 確定給付企業年金制度の加入者の企業型確定拠出年金の拠出限度額（現行： 

   月額２．７５万円）を、月額５．５万円から確定給付企業年金ごとの掛金相 



   当額を控除した額とする。 

  ② 確定給付企業年金制度の加入者の個人型確定拠出年金の拠出限度額（現行： 

   月額１．２万円）を、月額５．５万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当 

   額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額（月額２万円を上限）とする。 

 

 （３）退職所得課税の適正化 

  ① その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が５ 

   年以下である者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するもの 

   として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの 

  （以下「短期退職手当等」という。）に係る退職所得の金額の計算につき、短 

   期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち３００万 

   円を超える部分については、退職所得の金額の計算上２分の１とする措置を 

   適用しないこととする。 

  ② 上記①の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当 

   等がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収額の 

   計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置を講ずる。 

  （注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。 

 

 （地方税） 

 

 （２）確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定拠出年金制度について次の見 

   直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。 

  ① 確定給付企業年金制度の加入者の企業型確定拠出年金の拠出限度額（現行： 

   月額２．７５万円）を、月額５．５万円から確定給付企業年金ごとの掛金相 

   当額を控除した額とする。 

  ② 確定給付企業年金制度の加入者の個人型確定拠出年金の拠出限度額（現行： 

   月額１．２万円）を、月額５．５万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当 

   額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額（月額２万円を上限）とする。 

 

 （３）個人住民税について、所得税における次の見直しに伴い、所要の措置を講 

   ずる。 

  ① 退職所得課税の適正化 」 

 

 

なお、今後の検討事項としては、年金について総合的に検討する方向性が示されて 

います。 



 

 

＜第三 検討事項＞ 

 

「１ 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世 

  代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完 

  する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対す 

  る課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成３０年 

  度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸外 

  国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討 

  する。」 

 

 

これを受けて、政府は近く税制改正大綱を閣議決定の上、２０２１年１月にも召集 

される見通しの次期通常国会に、関連法案を提出する予定とされています。 

 

 

～メルマガのバックナンバーを掲載しています～ 

http://www.nenkin.nissay.co.jp/info/ 

 

バックナンバーでは、過去の年金ＮＥＷＳ・メルマガに加え、マーケット情報等を 

ご覧いただくことができます。 
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